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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱定着装置によって加熱定着処理され、前記加熱定着装置から搬送されてくる記録媒
体を冷却する記録媒体用冷却装置であって、前記記録媒体の搬送方向に沿って配置された
フィルム状ベルトと、該フィルム状ベルトと共に前記記録媒体を挟持して搬送する搬送ロ
ーラと、前記フィルム状ベルトに接触して配置される冷却部と、該冷却部に接続された放
熱部及びポンプとを具備する記録媒体用冷却装置において、
　前記フィルム状ベルトは前記搬送ローラと少なくとも面状態で接触し、該接触部位で前
記記録媒体を挟持して搬送すると共に、前記冷却部は前記接触部位における前記フィルム
状ベルトの内周側に接触して動的駆動の動作を伴わずに固定配置され、冷媒としての液体
による液体冷却を用いて熱伝達により前記フィルム状ベルトの内周側を面状態で冷却する
ことで前記接触部位を冷却する構成を備え、前記接触部位におけるフィルム状ベルトの外
周側と面で前記記録媒体を冷却しながら搬送することを特徴とする記録媒体用冷却装置。
【請求項２】
　前記冷却部と、前記冷却部に接続された前記放熱部及び前記ポンプは、それぞれが流路
で接続され、前記記録媒体を冷却した際の前記記録媒体の熱は、前記冷却部より前記ポン
プを経由して前記放熱部に運ばれ、前記放熱部にて冷媒としての液体が冷却され、冷却さ
れた冷媒としての液体が前記冷却部に運ばれる液体循環型の冷却方式である請求項１記載
の記録媒体用冷却装置。
【請求項３】
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　前記フィルム状ベルトと前記記録媒体との間の摩擦係数をμ１、前記搬送ローラと前記
記録媒体との間の摩擦係数をμ２とするとき、μ１＜μ２に設定されている請求項１又は
２に記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項４】
　前記フィルム状ベルトは、搬送される前記記録媒体との接触により連れ回り可能に支持
されている請求項１ないし３のいずれか一記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項５】
　前記フィルム状ベルトは、耐熱材により形成されている請求項１ないし４のいずれか一
記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項６】
　前記冷却部は、冷媒として液体を備えている請求項１ないし５のいずれか一記載の記録
媒体用冷却装置。
【請求項７】
　冷媒が水である請求項６記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項８】
　水に少なくとも防錆剤が添加されている請求項７記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項９】
　前記冷却部における前記フィルム状ベルトに接触する接触部位以外の外周部分が断熱材
で覆われている請求項１ないし８のいずれか一記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項１０】
　前記フィルム状ベルトにおける前記記録媒体に当接される領域以外の外周部分が断熱材
で覆われている請求項１ないし９のいずれか一記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項１１】
　前記放熱部は、冷却処理されている前記記録媒体以外の他の前記記録媒体を加熱する位
置に配置されている請求項１ないし１０のいずれか一記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項１２】
　前記搬送ローラと前記フィルム状ベルトとが前記記録媒体のカールを矯正するデカーラ
装置の一部とされている請求項１ないし１１のいずれか一記載の記録媒体用冷却装置。
【請求項１３】
　記録媒体にトナー画像を形成するプリンタエンジンと、
　トナー画像が形成された前記記録媒体を加熱定着する加熱定着装置と、
　請求項１ないし１２のいずれか一記載の記録媒体用冷却装置と、
を具備することを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、定着処理後の高温の記録媒体を冷却するための記録媒体用冷却装置及びこの
記録媒体用冷却装置を備えた画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電子写真方式の画像形成装置において、定着処理後の高温の記録媒体を冷却する
記録媒体用冷却装置を備えたものが知られている。このような記録媒体用冷却装置の発明
としては、記録媒体に冷却用部材を接触させて冷却する方式の発明（例えば、特許文献１
、２参照）と、記録媒体に対して送風することにより冷却する方式の発明（例えば、特許
文献３、４参照）とが知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載された発明は、熱交換手段であるペルティエ素子に冷却ガイド板が直
結され、この冷却ガイド板が搬送される記録媒体に接触することにより記録媒体を冷却し
ている。
【０００４】
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　特許文献２に記載された発明は、記録媒体を搬送するローラとしてヒートパイプを用い
、ヒートパイプを回転させる記録媒体を搬送しながらヒートパイプとの接触により記録媒
体を冷却している。
【０００５】
　特許文献３、４に記載された発明は、記録媒体に対して送風を行うためのファンを備え
ている。
【０００６】
【特許文献１】実開平５－２８６５７号公報
【特許文献２】特開平１０－１３３４４０号公報
【特許文献３】特開平８－１７１３３８号公報
【特許文献４】特許第３００１７２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献３、４に記載された発明では、記録媒体を冷却するための手段としてファンを
用いており、ファンの駆動に伴って騒音が発生する。
【０００８】
　特許文献１に開示された発明では、搬送される記録媒体が位置固定である冷却ガイド板
に接触しているため、その接触部分で大きな搬送抵抗が発生し、大きな搬送抵抗が原因と
なってジャムが発生することがある。
【０００９】
　特許文献２に開示された発明では、ヒートパイプは高価な部品であり、ヒートパイプを
使用することにより装置の価格がアップする。また、ヒートパイプを用いて記録媒体を冷
却する場合、冷却効果を高めるためにはヒートパイプと記録媒体との接触面積を広くする
必要があり、記録媒体との接触面積を広くするためにはヒートパイプの直径を大きくする
必要がある。しかし、ヒートパイプの直径を大きくすると、ヒートパイプにおける記録媒
体と接触しない領域の面積も広くなり、ヒートパイプにおける記録媒体と接触しない領域
では無駄に大気を冷却してエネルギーの無駄使いとなっている。
【００１０】
　本発明の目的は、記録媒体を搬送しながら冷却する際における記録媒体の搬送抵抗を小
さくし、冷却のためのエネルギーの有効利用を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の記録媒体用冷却装置は、加熱定着装置によって加熱定着処理され、加熱定着装
置から搬送されてくる記録媒体を冷却する記録媒体用冷却装置であって、記録媒体の搬送
方向に沿って配置されたフィルム状ベルトと、フィルム状ベルトと共に記録媒体を挟持し
て搬送する搬送ローラと、フィルム状ベルトに接触して配置される冷却部と、該冷却部に
接続された放熱部及びポンプとを具備する。そして、本発明の記録媒体用冷却装置におけ
るフィルム状ベルトは搬送ローラと少なくとも面状態で接触し、該接触部位で記録媒体を
挟持して搬送すると共に、冷却部は接触部位におけるフィルム状ベルトの内周側に接触し
て動的駆動の動作を伴わずに固定配置され、冷媒としての液体による液体冷却を用いて熱
伝達によりフィルム状ベルトの内周側を面状態で冷却することで接触部位を冷却する構成
を備え、接触部位におけるフィルム状ベルトの外周側の面で記録媒体を冷却しながら搬送
する。また、冷却部と、冷却部に接続された放熱部及びポンプは、それぞれが流路で接続
され、記録媒体を冷却した際の記録媒体の熱は、冷却部よりポンプを経由して放熱部に運
ばれ、放熱部にて冷媒としての液体が冷却され、冷却された冷媒としての液体が冷却部に
運ばれる液体循環型の冷却方式である。

【００１２】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、フィルム状ベルトと記録媒体との間の摩擦係数
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をμ１、搬送ローラと記録媒体との間の摩擦係数をμ２とするとき、μ１＜μ２に設定さ
れている。
【００１３】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、フィルム状ベルトは、搬送される記録媒体との
接触により連れ回り可能に支持されている。
【００１４】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、フィルム状ベルトは、耐熱材により形成されて
いる。
【００１５】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、冷却部は、冷媒として液体を備えている。
【００１６】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、冷媒が水である。
【００１７】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、水に少なくとも防錆剤が添加されている。
【００１８】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、冷却部におけるフィルム状ベルトに接触する接
触部位以外の外周部分が断熱材で覆われている。
【００１９】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、フィルム状ベルトにおける記録媒体に当接され
る領域以外の外周部分が断熱材で覆われている。
【００２０】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、冷却処理されている記録媒体以外の他の記録媒
体を加熱する位置に配置されている。
【００２２】
　本発明の記録媒体用冷却装置において、搬送ローラとフィルム状ベルトとが記録媒体の
カールを矯正するデカーラ装置の一部とされている。
【００２３】
　別の発明の画像形成装置は、記録媒体にトナー画像を形成するプリンタエンジンと、ト
ナー画像が形成された記録媒体を加熱定着する加熱定着装置と、上記の記録媒体用冷却装
置と、を具備する。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、加熱定着装置で加熱定着された記録媒体の搬送
時には、加熱定着された記録媒体はフィルム状ベルトと搬送ローラとにより挟持されて搬
送される。この搬送過程において、記録媒体の熱がフィルム状ベルトを介して冷却部に伝
わり、冷却部に伝わった熱は放熱部から放熱され、記録媒体の冷却が行われる。この記録
媒体の冷却時において、記録媒体を挟持しているフィルム状ベルトと搬送ローラとが記録
媒体を搬送する方向に回転するので、記録媒体の冷却時における記録媒体の搬送抵抗を小
さくすることができ、搬送抵抗が大きいことが原因となって発生するジャムを防止できる
。また、冷却部とフィルム状ベルトとの接触形状を任意の形状に設定して冷却部の小型化
を図ることができ、記録媒体を冷却するためのエネルギーの有効利用を図ることができる
。また、液体循環型の冷却方式によって記録媒体の熱を放熱部から放熱することにより、
より一層冷却効率を高めることができる。
【００２５】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、フィルム状ベルトと記録媒体との間で生じる搬
送抵抗をより小さくすることができ、記録媒体の搬送性能を高めることができる。
【００２６】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、フィルム状ベルトを回転駆動させるための専用
の駆動機構が不要となり、構造の簡単化を図ることができる。
【００２７】
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　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、フィルム状ベルトの耐熱性が高くなり、フィル
ム状ベルトの耐久性の向上を図ることができる。
【００２８】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、冷媒としての液体は冷媒としての気体に比べて
熱伝導率、熱容量の点で有利であり、熱交換効率を高めることができる。
【００２９】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、取扱いが容易で安価な装置とすることができる
。
【００３０】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、装置内での錆、腐食の発生を防止でき、装置の
耐久性を向上させることができる。
【００３１】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、無駄に大気を冷却することを防止してエネルギ
ーの無駄使いを防止できる。
【００３２】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、フィルム状ベルトが記録媒体との接触部以外か
らの熱の影響を受けて加熱されることや、フィルム状ベルトからの熱が冷却部以外の箇所
へ伝わることを防止することができる。
【００３３】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、放熱部から放熱される熱を有効に利用すること
ができ、例えば、記録媒体を加熱して除湿することにより積層されている記録媒体の分離
性を高めることができ、又は、加熱定着装置で定着量を行う前に記録媒体を加熱して温度
を上げておくことにより加熱定着装置での消費エネルギーを低減することができる。
【００３５】
　本発明の記録媒体用冷却装置によれば、記録媒体の冷却に伴って記録媒体のカールを矯
正できるので、カールの矯正を効果的に行うことができる。さらに、独立したデカーラ装
置を設ける場合に比較して設置スペースを小さくできる。
【００３６】
　本発明の画像形成装置によれば、上記記録媒体用冷却装置と同様の効果を奏することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　本発明の第１の実施の形態を図１ないし図６に基づいて説明する。図１は画像形成装置
である複写機の概略構造を示す縦断側面図、図２は記録媒体用冷却装置の概略構造を示す
縦断側面図、図３は記録媒体用冷却装置の冷却部を示す斜視図、図４は記録媒体用冷却装
置の放熱部を示す平面図、図５は複写機が備える各部の電気的接続を概略的に示すブロッ
ク図、図６は記録媒体用冷却装置の駆動の断続について説明するフローチャートである。
【００３８】
　図１に示すように、画像形成装置である複写機１の本体ケース２内には、プリンタエン
ジン３、走査光学系４、結像光学系５、転写装置６、加熱定着装置７、記録媒体用冷却装
置８、給紙カセット９等が設けられている。本体ケース２内には、給紙カセット９内に収
納された記録媒体Ｐが排紙トレイ１０に向けて搬送される搬送経路１１が形成され、この
搬送経路１１の経路上にプリンタエンジン３、転写装置６、加熱定着装置７、記録媒体用
冷却装置８等が配置されている。本体ケース２の上部には、原稿が載置されるコンタクト
ガラス１２と、コンタクトガラス１２の上方を開閉可能に覆う厚板１３とが設けられてい
る。
【００３９】
　プリンタエンジン３は読み取った原稿の画像に応じたトナー画像を形成する部分であり
、感光体１４、帯電器１５、現像器１６、クリーニング器１７等により構成されている。
トナー画像の形成時には、感光体１４が中心線回りに回転駆動され、感光体１４の外周面
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が帯電器１５により一様に帯電され、帯電器１５により一様に帯電され感光体１４の外周
面が結像光学系５からの光で走査されることにより原稿の画像に応じた静電潜像が感光体
１４上に形成される。静電潜像が形成された感光体１４に対して現像器１６からトナーが
供給され、供給されたトナーが静電潜像の部分に付着することによりトナー画像が形成さ
れる。このトナー画像は、転写装置６の作用により搬送経路１１上を搬送される記録媒体
Ｐ上に転写される。トナー画像が記録媒体Ｐに転写された後の感光体１４の外周面には一
部のトナーが残留するが、この残留したトナーはクリーニング器１７によりクリーニング
される。
【００４０】
　トナー画像が転写された記録媒体Ｐは引き続き搬送経路１１上を搬送され、加熱定着装
置７において熱と圧力とを加えられてトナーが溶融され、トナー画像が記録媒体Ｐに定着
される。
【００４１】
　加熱定着装置７で定着処理された記録媒体Ｐは高温（例えば、１８０℃）になっており
、この記録媒体Ｐは記録媒体用冷却装置８で冷却された後に排紙トレイ１０上に排紙され
る。
【００４２】
　このような構成の下、記録媒体用冷却装置８の構成、作用について説明する。記録媒体
用冷却装置８は、搬送経路１１上を搬送される記録媒体Ｐの搬送方向に沿った加熱定着装
置７の下流側に配置されている。この記録媒体用冷却装置８は、無端体であるフィルム状
ベルト２０、搬送体である搬送ローラ２１、冷却部２２、放熱部２３、ポンプ２４等を備
えている。
【００４３】
　フィルム状ベルト２０は、駆動ローラ２５と従動ローラ２６と冷却部２２との回りに掛
け渡され、駆動モータ２７によって駆動ローラ２５が回転駆動されることにより記録媒体
Ｐを搬送する向き（矢印ａ方向）に回転する。このフィルム状ベルト２０は耐熱材で形成
されており、耐熱性が高い。このため、フィルム状ベルト２０が定着処理された直後の高
温の記録媒体Ｐに接触しても耐久性が維持される。
【００４４】
　搬送ローラ２１は、フィルム状ベルト２０の外周面に当接する位置に配置され、駆動モ
ータ２７により記録媒体Ｐを搬送する向き（矢印ｂ方向）に回転駆動される。加熱定着装
置７において定着処理された後に搬送経路１１上を搬送される記録媒体Ｐは、フィルム状
ベルト２０と搬送ローラ２１との当接部分の間に送り込まれ、送り込まれた記録媒体Ｐは
フィルム状ベルト２０と搬送ローラ２１とにより挟持されて搬送される。
【００４５】
　この記録媒体Ｐの搬送時において、記録媒体Ｐを挟持しているフィルム状ベルト２０と
搬送ローラ２１とが記録媒体Ｐを搬送する方向に回転するので、記録媒体Ｐの搬送抵抗を
小さくすることができ、搬送抵抗が大きいことが原因となって発生するジャムを防止でき
る。さらに、フィルム状ベルト２０と記録媒体Ｐとの間の摩擦係数をμ１、搬送ローラ２
１と記録媒体Ｐとの間の摩擦係数をμ２とするとき、μ１＜μ２に設定されている。この
ため、フィルム状ベルト２０と記録媒体Ｐとの間で生じる搬送抵抗をより小さくすること
ができ、記録媒体Ｐの搬送性能を高めることができる。
【００４６】
　冷却部２２は、フィルム状ベルト２０と無端体と前記搬送体とが記録媒体を挟持する領
域におけるフィルム状ベルト２０の内周面に接触した位置に配置されている。冷却部２２
内には、冷媒として水が貯溜されている。冷却部２２がフィルム状ベルト２０を介して記
録媒体Ｐに押圧されるとき、記録媒体Ｐの熱がフィルム状ベルト２０を介して冷却部２２
内の水に伝わり、記録媒体Ｐから熱が奪われて記録媒体Ｐが冷却される。冷媒としての水
は冷媒としての気体に比べて熱伝導率、熱容量の点で有利であり、熱交換効率を高めるこ
とができる。冷媒である水には、ＬＬＣ（ロングライフクーラント）などの少なくとも防
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錆材を含む添加剤が添加されている。添加剤を添加することにより、冷却部２２や放熱部
２３などにおける錆や腐食の発生を防止することができる。
【００４７】
　また、冷却部２２におけるフィルム状ベルト２０との接触幅（記録媒体Ｐの搬送方向に
沿った幅寸法）は、搬送ローラ２１と記録媒体Ｐとのニップ幅程度、もしくはこのニップ
幅より多少広めに取る程度で良い。ニップ幅は、搬送ローラ２１のゴム硬度および押し付
け圧力に依存するが、通例数ミリである場合が多い。
【００４８】
　放熱部２３は、冷媒である水に伝えられた熱を放熱する部分であり、図４に示すように
櫛歯状流路３１を形成することにより放熱のための有効面積を広げられている。また、こ
の放熱部２３の構造としては、放熱用のフィンを設けることも有効である。
【００４９】
　冷却部２２とポンプ２４とは流路２８で接続され、ポンプ２４と放熱部２３とは流路２
９で接続され、放熱部２３と冷却部２２とは流路３０で接続されている。ポンプ２４を駆
動させることにより、冷媒である水が冷却部２２とポンプ２４と放熱部２３との間を循環
する。この循環により、冷却部２２において記録媒体Ｐから水に伝えられた熱が、放熱部
２３において大気中に放熱される。
【００５０】
　この複写機１は、図５に示すように各部を制御するためのコントローラ４０を有し、こ
のコントローラ４０は、各部を集中的に制御するＣＰＵ（Central Processing Unit）４
１、ＣＰＵ４１が実行する各種プログラム等を格納するＲＯＭ（Read Only Memory）４２
、ＣＰＵ４１のワークエリアとして機能するＲＡＭ（Random Access Memory）４３等をバ
スライン４４で接続することにより構成されている。また、ＣＰＵ４１には、モータ制御
部２７ａを介した駆動モータ２７、ポンプ制御部２４ａを介したポンプ２４、搬送経路１
１上における記録媒体用冷却装置８の上流側が配置されて記録媒体Ｐが記録媒体用冷却装
置８に送り込まれたことを検知するセンサ４４、タイマ４５等が接続されている。
【００５１】
　複写機１において複写動作が行われている場合には、トナー画像が転写された記録媒体
Ｐが加熱定着装置７で定着処理され、定着処理された後の高温の記録媒体Ｐは記録媒体用
冷却装置８において冷却される。記録媒体用冷却装置８に記録媒体Ｐが送り込まれた場合
には、センサ４４により検知される。
【００５２】
　コントローラ４０では、記録媒体用冷却装置８に記録媒体Ｐが送り込まれたことをセン
サ４４で検知した後、設定時間Ｔを経過したか否かが判断され（ステップＳ１）、ここに
、記録媒体Ｐが一定時間以上継続して送り込まれないことを検知する手段が実行される。
そして、記録媒体Ｐが一定時間以上継続して送り込まれないことを検知した場合には（ス
テップＳ１のＹ）、駆動モータ２７の駆動が停止され（ステップＳ２）、及び、ポンプ２
４の駆動が停止され（ステップＳ３）、ここに、記録媒体用冷却装置８の駆動を停止させ
る手段が実行される。これにより、記録媒体Ｐが何らかの理由で一定時間以上継続して記
録媒体用冷却装置８に送り込まれない場合には、記録媒体用冷却装置８の駆動が自動的に
停止される。これにより、冷却を行わない場合に記録媒体用冷却装置８を駆動させ続ける
ことによるエネルギーの無駄遣いを防止でき、消費エネルギーの低減を図ることができる
。
【００５３】
　本発明の第２の実施の形態を図７に基づいて説明する。なお、本実施の形態及び以下に
説明する他の実施の形態において、先行して説明した実施の形態において説明した部分と
同じ部分は同じ符号で示し、説明も省略する。
【００５４】
　本実施の形態の記録媒体用冷却装置８Ａでは、搬送される記録媒体Ｐとの接触によりフ
ィルム状ベルト２０が連れ回りされる構造とされており、フィルム状ベルト２０を回転駆
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動させるための専用の駆動機構が省かれている。フィルム状ベルト２０を記録媒体Ｐとの
接触により連れ回り可能とするために、フィルム状ベルト２０の内周側に搬送ガイド５０
が配置されている。この搬送ガイド５０は、フィルム状ベルト２０の内周面に接触する円
弧状の接触面５０ａを２面有し、こられの接触面５０ａをフィルム状ベルト２０の内周面
に当接させてフィルム状ベルト２０にテンションを与えることにより、フィルム状ベルト
２０をリング状に維持している。搬送ガイド５０とフィルム状ベルト２０との間の摩擦係
数、及び、冷却部２２とフィルム状ベルト２０との間の摩擦係数は可能な範囲で小さくし
、フィルム状ベルト２０の回転抵抗を小さくすることが望ましい。
【００５５】
　このような構成において、搬送ローラ２１が矢印ｂ方向に回転駆動されることにより、
搬送ローラ２１とフィルム状ベルト２０とにより挟持されている記録媒体Ｐが搬送される
。記録媒体Ｐが搬送されることにより、記録媒体Ｐと接触しているフィルム状ベルト２０
は矢印ａ方向に連れ回り回転し、フィルム状ベルト２０と記録媒体Ｐとの間の搬送抵抗が
小さくなる。また、第１の実施の形態と同様に、定着処理されて高温となっている記録媒
体Ｐの熱が冷却部２２内の水（冷媒）に伝わり、水に伝わった熱は放熱部２３で大気中に
放熱される。
【００５６】
　本実施の形態によれば、フィルム状ベルト２０を連れ回り回転させているので、フィル
ム状ベルト２０を回転駆動させるための専用の駆動機構が不要となり、構造の簡単化を図
ることができる。
【００５７】
　本発明の第３の実施の形態を図８に基づいて説明する。本実施の形態の記録媒体用冷却
装置８Ｂでは、第２の実施の形態で説明した記録媒体用冷却装置８Ａの冷却部２２の周囲
に断熱材５１が設けられている。この断熱材５１は、冷却部２２におけるフィルム状ベル
ト２０の内周面に接触する領域以外の外周部分を覆っている。
【００５８】
　このような構成において、断熱材５１を設けることにより、冷却部２２における熱の受
け取りが行われる部分はフィルム状ベルト２０との接触部分に限られる。その結果、冷却
部２２がその周囲の空気を無駄に冷却することがなくなり、冷却部２２は記録媒体Ｐと接
触している部分のフィルム状ベルト２０のみを冷却することになり、冷却のためのエネル
ギーの無駄遣いを防止することができる。
【００５９】
　本発明の第４の実施の形態を図９に基づいて説明する。本実施の形態の記録媒体用冷却
装置８Ｃでは、第３の実施の形態で説明した記録媒体用冷却装置８Ｂのフィルム状ベルト
２０の周囲に断熱材５２が設けられている。この断熱材５２は、フィルム状ベルト２０に
おける記録媒体Ｐに当接される領域以外の外周部分を覆っている。
【００６０】
　このような構成において、断熱材５２を設けることにより、フィルム状ベルト２０が記
録媒体Ｐとの接触部分以外からの熱の影響を受けて加熱されることや、フィルム状ベルト
２０の熱が冷却部２２以外の箇所に伝わることが防止される。このため、記録媒体用冷却
装置８Ｃの周囲に対して熱の影響を及ぼすことを防止でき、また、記録媒体Ｐの冷却効果
を高めることができる。特に、フィルム状ベルト２０の熱容量が小さい場合において断熱
材５２を設けた効果が顕著になる。
【００６１】
　本発明の第５の実施の形態を図１０に基づいて説明する。本実施の形態では、第１ない
し第４の実施の形態で説明した記録媒体用冷却装置８、８Ａ、８Ｂ、８Ｃにおいて、放熱
部２３が給紙カセット９の下側に配置されている。
【００６２】
　このような構成において、放熱部２３から放熱された熱により記録媒体Ｐが暖められ、
記録媒体Ｐが除湿される。
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【００６３】
　記録媒体Ｐが除湿されることにより、湿度が原因となる記録媒体Ｐの貼付きが防止され
、記録媒体Ｐを給紙カセット９内から給紙する際における重送の発生を防止できる。これ
により、放熱部２３から放熱される熱エネルギーを有効に利用することができる。
【００６４】
　なお、本実施の形態では、放熱部２３を給紙カセット９の下側に配置した場合を例に挙
げて説明したが、放熱部２３から放熱される熱エネルギーを有効に利用できる場所として
は、給紙カセット９の下側に限られるものではなく、冷却処理されている記録媒体Ｐ以外
の他の記録媒体Ｐを加熱できる位置であればよい。例えば、記録媒体Ｐが搬送される搬送
経路１１における加熱定着装置７の上流側であってもよい。この場合には、トナー画像が
転写された記録媒体Ｐを加熱定着装置７に送り込まれる前に予め暖めておくことができ、
これにより、加熱定着装置７において定着のために必要とするエネルギーを低減すること
ができ、消費エネルギーの低減、エネルギーの有効利用を図ることができる。
【００６５】
　本発明の第６の実施の形態を図１１に基づいて説明する。本実施の形態の記録媒体用冷
却装置８Ｄでは、搬送ローラ２１とフィルム状ベルト２０とがデカーラ装置５３の一部と
されている。デカーラ装置５３は、定着処理時に記録媒体Ｐに発生したカールを矯正する
装置であり、フィルム状ベルト２０と、搬送ローラ２１と、腰付けローラ５４とに構成さ
れている。搬送ローラ２１も、腰付けローラとして機能する。このデカーラ装置５３では
、上向きに凸となるようなカールが付けられて記録媒体Ｐを、２つのローラ（搬送ローラ
２１、腰付けローラ５４）とフィルム状ベルト２０とで下向きに凸となるように挟持する
ことで、カールの矯正を行っている。
【００６６】
　このような構成において、カール矯正を行いながら記録媒体Ｐを冷却できるため、カー
ル矯正された記録媒体がカール状態に戻りにくくなり、カール矯正の効果を高めることが
できる。また、独立した構造のデカーラ装置を設ける場合に比べて、設置スペースを小さ
くすることができ、また、部品点数を少なくすることができ、複写機１全体の小型化、コ
ストダウンを図ることができる。
【００６７】
　なお、加熱定着装置７での記録媒体Ｐのカールの向きに下向きに凸となる場合には、図
１２に示すように、フィルム状ベルト２０を下側に配置し、２つのローラ（搬送ローラ２
１、腰付けローラ５４）を上側に配置する。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明の第１の実施の形態の画像形成装置である複写機の概略構造を示す縦断側
面図である。
【図２】記録媒体用冷却装置の概略構造を示す縦断側面図である。
【図３】記録媒体用冷却装置の冷却部を示す斜視図である。
【図４】記録媒体用冷却装置の放熱部を示す平面図である。
【図５】複写機が備える各部の電気的接続を概略的に示すブロック図である。
【図６】記録媒体用冷却装置の駆動の断続について説明するフローチャートである。
【図７】本発明の第２の実施の形態の記録媒体用冷却装置の概略構造を示す縦断側面図で
ある。
【図８】本発明の第３の実施の形態の記録媒体用冷却装置の概略構造を示す縦断側面図で
ある。
【図９】本発明の第４の実施の形態の記録媒体用冷却装置の概略構造を示す縦断側面図で
ある。
【図１０】本発明の第５の実施の形態の記録媒体用冷却装置における放熱部の設置位置を
示す縦断側面図である。
【図１１】本発明の第６の実施の形態の記録媒体用冷却装置の概略構造を示す縦断側面図



(10) JP 4265996 B2 2009.5.20

10

である。
【図１２】その変形例である。
【符号の説明】
【００６９】
　３　　　プリンタエンジン
　７　　　加熱定着装置
　８　　　記録媒体用冷却装置
　８Ａ　　記録媒体用冷却装置
　８Ｂ　　記録媒体用冷却装置
　８Ｃ　　記録媒体用冷却装置
　８Ｄ　　記録媒体用冷却装置
２０　　　無端体
２１　　　搬送体
２２　　　冷却部
２３　　　放熱部
５１　　　断熱材
５２　　　断熱材
５３　　　デカーラ装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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